
庁 議
日時： １月 ２２日（水）ＡＭ９：００ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【協議事項】

1. 太田市附属機関設置条例の制定について 企画部長

2. 太田市いじめ問題専門委員会及び太田市いじめ再調査委員会条例の 総務部長

一部改正について

3. 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の 総務部長

制定について

4. 財産の処分について 総務部長

5. 太田市自転車等駐輪場条例の一部改正について 市民生活部長

6. 太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の 福祉こども部長

一部改正について

7. 太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について 福祉こども部長

8. 太田市放課後児童クラブ条例の一部改正について 福祉こども部長

9. 太田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める 福祉こども部長

条例の一部改正について

10. 太田市手数料条例の一部改正について 都市政策部長

11. 太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例の 都市政策部長

一部改正について

12. 太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業施行に関する条例の 都市政策部長

一部改正について

13. 太田都市計画事業宝泉南部土地区画整理事業施行に関する条例の 都市政策部長

一部改正について

14. 太田都市計画事業太田駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例の 都市政策部長

一部改正について

15. 市道路線の廃止及び認定について 都市政策部長

16. 太田市下水道条例の一部改正について 都市政策部長

17. 太田市第一・第二クリーンセンター施設更新工事請負契約締結について 都市政策部長

18. 太田市公園条例の一部改正について 行政事業部長

19. 太田市金山再生プロジェクト基金条例の制定について 行政事業部長

20. 財産の取得について 教育部長



【連絡事項】

1. 第1期おおたプログラミング学校Ⅲ課程成果発表会の開催について 企画部長

2. 太田市公共施設再編計画（第２期）の策定について 企画部長

3. 新年度予算のあらまし地区懇談会について 地域振興部長

4. 太田市金山再生プロジェクトについて 行政事業部長

【その他】

ž ３月定例会日程表等について 議会事務局長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆２月 ５日（水）ＡＭ９：００～ ＜庁議室＞ 案件名報告：１月２４日（金）PM5:00
資料提出：１月２９日（水）PM5:00



１月２２日 庁議提出案件 資料No.1
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市附属機関設置条例の制定について

【 目 的 】

各種委員会、審議会、協議会等に所属する委員等について調査・検討した結果、これまで

の活動内容を鑑みて地方自治法の規定に基づく執行機関の附属機関とし、非常勤特別職とし

て任用するため、新たに条例を制定し設置及び運営の適正化を図るものです。

【 概 要 】

１ 制定内容

本条例において新たに設置する附属機関は１６機関とし、その内訳および担任する事

項は別表のとおりです。経過措置として、この条例の施行の日前に別表に掲げる附属機

関に相当する合議体になされている諮問等は、当該附属機関になされたものとみなしま

す。

２ 施行期日

令和７年４月１日

３ そ の 他

令和７年３月定例会に議案提出予定です。

また、経過措置のうち、任期に関する事項については、各附属機関の設置に関する規

則、要綱にて別途定めることとし、この条例の施行の日に附属機関の委員として委嘱さ

れ、または任命されたものとみなします。この場合においてその任期は従前よりの委員

としての残任期間と同一の期間とします。

なお、報酬の額については、太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正により別途議案提出予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線２２４３ ４７-１８１１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２２日 庁議提出案件           資料No. ２  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市いじめ問題専門委員会及び太田市いじめ再調査委員会条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  全国の小中学校や高校などで令和5年度に認知されたいじめは、過去最多の73万2568件（前

年度から7.4％増）であり、重大事態も1306件（同42.1％増）となっています。 

  いじめ重大事態の調査等を行う当該委員は、その事務の特殊性、困難さに鑑み、弁護士、

医師、学識経験者に委嘱することになっていますが、なり手を確保し、調査等の実効性を担

保するために、適正な報酬を準備する必要があります。 

 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

  改正後 改正前 増減 

会議等日当 

委員長 日額10,000円 日額 8,900円 1,100円増 

委員 日額 9,000円 日額 7,900円 1,100円増 

臨時委員 日額 9,000円 日額 7,900円 1,100円増 

報告書作成 1時間あたり6,000円 なし 皆増 

現行は、当該委員の報酬は、太田市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例に規定されていますが、事務の特殊性に対応した報酬に改めるため、同条例により太田

市いじめ問題専門委員会及び太田市いじめ再調査委員会条例へ委任します。 

 

２ 施行日  令和７年４月１日 

 

３ その他  令和７年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 総務部 総務課 法制係 内線２３１３ ４７－１８１５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件           資料No. ３  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             総務部長 氏名 瀬古 茂雄  内線（TEL）２３００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 

 

【 目 的 】 

「刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）」及び「刑法等の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）」の施行に伴

い、懲役及び禁錮が廃止され新たに拘禁刑が創設されます。 

それに伴い、現行の条例の条文に含まれる「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改正する

整理条例を制定します。 

 

【 概 要 】 

１．改正内容 

次の８条例について、その条文に含まれる「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改めます。 

 条例名 

１ 太田市情報公開及び個人情報保護審査会条例（平成１７年太田市条例第１０号） 

２ 太田市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（平成１７年太田市条例第４

８号） 

３ 太田市一般職の職員の給与に関する条例（平成１７年太田市条例第６６号） 

４ 太田市職員の退職手当に関する条例（平成１７年太田市条例第６９号） 

５ 太田市消防団条例（平成１７年太田市条例第２４６号） 

６ 太田市行政不服審査会条例（平成２８年太田市条例第１６号） 

７ 太田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例（平成３０年太田市条例第４３号） 

８ 太田市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年太田市条例第４７号） 

また、本条例の施行日前にした行為について、その処罰は、従前の例によるものとし、並

びに人の資格に関する規定について懲役及び禁錮に処されたもの等を拘禁刑に処されたも

の等とみなす経過措置を設けます。 

 

２．施行日 令和７年６月１日 

 

３．その他 

令和７年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 総務部 総務課 法制係 内線２３１４ ４７－１８１５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

総務部長 氏名 瀬古 茂雄 内線２３００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

財産の処分について

【 目 的 】

経営権の民間譲渡による経営基盤の安定化などの理由により太田国際貨物ターミナル条例

の廃止が決定したため、本市が所有する事業用地及び建物について株式会社太田国際貨物タ

ーミナルに対し売払いを行うものです。

【 概 要 】

１ 処分する財産

（1）土地

（2）建物

所在地 太田市清原町１２番地１

２ 処分予定価格 ８１２，３１０，０００円

３ 処分の方法 随意契約

４ 契約の相手方 太田市清原町１２番地１

株式会社太田国際貨物ターミナル

代表取締役社長 黒 岩 慶 太

５ 処分予定日 令和７年４月１日

６ その他 令和７年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

問い合わせ先 総務部 管財課 管財係 内線 2381 47-1822 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

所在等 地目 地積

太田市清原町１２番１ 宅地 １７，９６７．５８㎡

太田市清原町１２番２８ 宅地 １８，９５２．３４㎡

名称 構造 延床面積

第一管理事務所 鉄骨造２階建 ９７６．２７㎡

危険物倉庫 鉄骨造平家建 １００．００㎡

第一倉庫 鉄骨造平家建 １，５００．００㎡

ポンプ室 軽量鉄骨造平家建 １０．００㎡



１ 月 ２２ 日 庁議提出案件 資料No.５
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

市民生活部長 山影 正敏 内線 ２４００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市自転車等駐輪場条例の一部改正について

【 目 的 】

令和７年４月１日から太田市治良門橋駅前自転車等駐輪場を無料化することに伴い、条例

の一部改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

（１）太田市自転車等駐輪場条例第２条の表中、太田市治良門橋駅前自転車等駐輪場の

項を削るもの。

（２）別表（第７条関係）太田市治良門橋駅前自転車等駐輪場の部を削るもの。

２ 施行期日

令和７年４月１日

３ その他

令和７年３月定例会に議案上程予定

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 市民生活部 交通対策課 交通対策係 内線2431 47-1826ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 １月２２日 庁議提出案件            資料No.６  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              福祉こども部長 氏名 吉田 道宏  内線（TEL）２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

  児童福祉法第３４条の１６第２項に基づき、厚生労働省令で定める家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに伴い、同基準を引用

して定めている太田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につい

て、所要の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 主な改正内容 

    第１７条第１項第２号 

     栄養士法が改正され、従前、管理栄養士国家試験は、栄養士の免許を受けた者でな

ければ受けることができなかったところ、改正後においては、管理栄養士養成施設卒

業者については栄養士免許の取得が不要となりました。 

そのことを踏まえ「栄養士」の配置を求めていた規定について、栄養士免許を有さ

ない管理栄養士を配置した場合についても同要件を満たすことができることとする

ための改正を行うものです。 

     

２ 施行期日 

    令和７年４月１日 

 

３ その他 

    令和７年３月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 施設管理係 内線3131 47－1830 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １月２２日 庁議提出案件           資料No. ７  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            福祉こども部長 氏名 吉田 道宏  内線 ２５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市保育士修学資金貸付条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

市内の保育所等の保育士不足を解消し、保育の質の向上及び潜在的待機児童の解消を図る

ことを目的とし、平成２９年４月より開始した事業であり、令和８年３月３１日までの時限

措置としている。 

保育士不足の状態は依然として続いており、市内保育所等に保育士として勤務を希望する

者の増加を図るため、また、保育士希望者にとって本制度をさらに利用しやすいものとする

ため、資金の貸付け及び返還免除となる保育所の要件の改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 改正内容 

・ 第２条関係（定義） 

第２条第３号に オ 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する幼稚園

であって、教育課程に係る教育時間終了後等に教育活動を常時行う施設を追加する。 

 

２ 施行期日  令和７年４月１日 

         

 ３ その他   令和７年３月定例会に議案を提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 福祉こども部 こども課 入園児童係 内線3138 47－1943 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月 ２２日 庁議提出案件 資料No.８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 吉田 道宏 内線（TEL）2500

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市放課後児童クラブ条例の一部改正について

【 目 的 】

令和７年４月１日より九合児童館にて「九合児童館放課後児童クラブ」を開設するため条例

の改正を行うものです。

【 概 要 】

１ 改正内容 別表（放課後児童クラブの名称及び位置）に「九合児童館放課後児童クラブ」

を追加する。

２ 施行日 令和７年４月１日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部児童施設課放課後児童支援係 内線２５９２

４７－１９２４ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月 ２２日 庁議提出案件 資料No.９
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 吉田 道宏 内線（TEL）2500

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につい

て

【 目 的 】

国の「放課後児童健全育成事業実施要綱」の改正に伴い条例の一部を改正する。

【 概 要 】

１ 改正内容 「放課後児童支援員の要件」について、「放課後児童支援員認定資格研修を

修了したもの」に、「放課後児童健全育成事業者が研修の受講計画を定めた

上で、放課後児童支援員としての業務に従事することとなった日から２年以

内に当該研修を修了していることを予定している者」を含める。

２ 施行日 令和７年４月１日

３ その他 令和７年３月定例会に議案提出予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 福祉こども部児童施設課放課後児童支援係 内線２５９２

４７－１９２４ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



　 １月　２２日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.10   
●内　容　【　1.協議事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　都市政策部長　氏名　田村　克弘　 内線（TEL）２８００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

　　 

　　太田市手数料条例の一部改正について 

 

 

【 目 的 】 

 

　　宅地造成等規制法の一部を改正する法律及び脱炭素社会の実現に資するための建築物のエ

ネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、太田市手数料

条例の一部改正が必要になったため、所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

　１．改正内容 

①　宅地造成及び特定盛土規制法に基づく許可制度が令和５年５月２６日に施行されたこ

とに伴い、盛土等の安全性の確保を図るための中間検査が実施されるための手数料を追

加するものです。 

②　脱炭素社会の実現に向けて、改正建築基準法及び改正建築物省エネ法が令和７年４月

１日に施行されるため手数料を追加及び変更し、条項ずれを改正するものです。 

 

　２．施行期日 

　　①　令和７年５月２６日から施行します。 

　　②　令和７年４月１日から施行します。 

 

　３．その他 

　　　令和７年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

　　問い合わせ先　　都市政策部　建築指導課　建築行政係　内線２７４１　４７－１８７１　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



　 １月　２２日　庁議提出案件　　　　　　　　　　　資料No.11   
●内　容　【　1.協議事項　】 
○公　開　【　1.可　】 
○公開時期【　2.委員会・委員会協議会後　】 
 

　　　　　　　　　　　　　　都市政策部長　氏名　田村　克弘　 内線（TEL）２８００　 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

　　 

　　太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例の一部改正につ

いて 

 

 

【 目 的 】 

 

　　脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴い、太田市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律

関係手数料条例の一部改正が必要になったため、所要の改正を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

　１．改正内容 

脱炭素社会の実現に向けて、改正建築物省エネ法が令和７年４月１日に施行されるため

手数料区分を追加及び変更するものです。 

 

　２．施行期日 

　　　令和７年４月１日から施行します。 

 

　３．その他 

　　　令和７年３月定例会に議案提出する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

　　問い合わせ先　　都市政策部　建築指導課　建築行政係　内線２７４１　４７－１８７１　ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



 １月２２日 庁議提出案件           資料No.１２ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 克弘  内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 民法及び土地区画整理法施行令の改正に伴う、清算金の分割交付・分割徴収の利子の利率の

変更他、必要な改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

 （１）条例第３条に「太田市高林寿町」を追加。 

（２）条例第２７条第１項中、「年６パーセント」を「法第１０３条第４項の規定による 

公告があった日の翌日における法定利率（分割徴収の場合は「当該法定利率以内で規則 

で定める率」）に改正。 

「法」…土地区画整理法、「第１０３条第４項の規定」…換地処分 

 （３）条例第２７条第１項中の表（分割交付、徴収の期間、回数を定めたもの）を改正。 

 （４）条例第２７条第４項を改正（清算金の元本を交付・徴収回数で均等に割り、それぞれ 

に利子を付ける「元本均等方式」とします）。 

  

 ２ 施行期日 

   令和７年４月１日 

 

 ３ その他 

   令和７年３月定例会に議案上程予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  都市政策市街地整備課 管理指導係 内線 2831 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1841 



 １月２２日 庁議提出案件           資料No.１３ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 克弘  内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田都市計画事業宝泉南部土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 民法及び土地区画整理法施行令の改正に伴う、清算金の分割交付・分割徴収の利子の利率の

変更他、必要な改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

 （１）条例第３条から「太田市泉町」、「太田市新田木崎町」を削除。 

（２）条例第２７条第１項中、「年６パーセント」を「法第１０３条第４項の規定による 

公告があった日の翌日における法定利率（分割徴収の場合は「当該法定利率以内で規則 

で定める率」）に改正。 

「法」…土地区画整理法、「第１０３条第４項の規定」…換地処分 

 （３）条例第２７条第１項中の表（分割交付、徴収の期間、回数を定めたもの）を改正。 

 （４）条例第２７条第４項を改正（清算金の元本を交付・徴収回数で均等に割り、それぞれ 

に利子を付ける「元本均等方式」とします）。 

  

 ２ 施行期日 

   令和７年４月１日 

 

 ３ その他 

   令和７年３月定例会に議案上程予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  都市政策市街地整備課 管理指導係 内線 2831 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1841 



 １月２２日 庁議提出案件           資料No.１４ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 克弘  内線（TEL）２８００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田都市計画事業太田駅周辺土地区画整理事業施行に関する条例の一部改正について 

 

【 目 的 】 

 民法及び土地区画整理法施行令の改正に伴う、清算金の分割交付・分割徴収の利子の利率の

変更他、必要な改正を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 主な改正内容 

（１）条例第２６条第１項中、「年６パーセント」を「法第１０３条第４項の規定による 

公告があった日の翌日における法定利率（分割徴収の場合は「当該法定利率以内で規則 

で定める率」）に改正。 

「法」…土地区画整理法、「第１０３条第４項の規定」…換地処分 

 （２）条例第２６第１項中の表（分割交付、徴収の期間、回数を定めたもの）を改正。 

 （３）条例第２６第４項を改正（清算金の元本を交付・徴収回数で均等に割り、それぞれ 

に利子を付ける「元本均等方式」とします）。 

  

 ２ 施行期日 

   令和７年４月１日 

 

 ３ その他 

   令和７年３月定例会に議案上程予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  都市政策市街地整備課 管理指導係 内線 2831 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1841 



 １月２２日 庁議提出案件            資料No.１５  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 克弘   内線（TEL）２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  市道路線の廃止及び認定について 

 

 

【 目 的 】 

  公共事業及び民間開発等に伴う市道路線の廃止及び認定について、道路法（昭和２７年法 

律１８０号）第１０条第３項及び第８条第２項の規定により、議会の議決を求めることを報 

告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 路線内訳（路線名、路線延長） 

    廃止路線 太田藤阿久稲荷舞２９６号線 ほか１０路線 延長３０２３ｍ 

    認定路線 太田龍舞町１４８４号線 ほか４３路線 延長４３４２ｍ 

 

２ その他  

令和７年３月定例会に議案提出予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 路政係 内線２７１２ ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件 資料No.１６
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 克弘 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市下水道条例の一部改正について

【 目 的 】

標準下水道条例の改正に伴い責任技術者を営業所ごとに専属する者から選任する者に

見直すための変更を行うものです。

下水道法施行令が改正され大腸菌群数に係る放流水の基準の改正及び六価クロム化合

物に係る特定事業場からの下水の基準数値の強化に伴う変更を行うものです。

【 概 要 】

１ 主な改正内容

（１）排水設備工事責任技術者の専属規定の見直しにより、営業所ごとに責任技術

者を「専属」する者から「選任」する者に改め、指定の申請等に対する添付

書類を見直し、住民票の写しに加え在留カード、特別永住者証明書の写しを

添付要件に追加し国の標準下水道条例に準拠した内容に改めるものです。

（２）国の下水道法施行令の改正に伴い、六価クロム化合物に係る排水水準を「０

．５ミリグラム」を「０．２ミリグラム」に改めるとともに、下水道からの

放流水に含まれる大腸菌数を正確に測定することが可能となったため「大腸

菌群数」を「大腸菌数」に改めるものです。

２ 施行期日

令和７年４月１日から施行します。

３ その他

３月定例会に上程する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 下水道課 維持係 内線２６７５ ４７－１９２１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月 ２２日 庁議提出案件             資料No.17  

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 田村 克弘  内線 ２８００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇ 

 

【 表 題 】 

  太田市第一・第二クリーンセンター施設更新工事請負契約締結について 

 

【 目 的 】 

  太田市第一・第二クリーンセンター施設更新工事請負契約について、請負者を選定し契約

を締結するため、議会に上程するものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 履行名称  太田市第一・第二クリーンセンター施設更新工事 

  ２ 履行場所  太田市 古戸町１１３９番ほか地内 

  ３ 契約締結日  議会議決の日 

  ４ 履行期間  議会議決の翌日から令和８年３月１９日 

  ５ 契約方法  指名競争入札 

  ６ 予定価格  ２６０，０００，０００円（消費税を含まない） 

  ７ 落札金額  ２３９，２００，０００円（消費税を含まない） 

  ８ 落 札 率  ９２．００％ 

  ９ 契約金額  ２６３，１２０，０００円（内消費税額 ２３，９２０，０００円） 

  10 補 助 金  有・無 

  11 請 負 者  東京都品川区西品川１丁目１番１号 

           住友重機械エンバイロメント株式会社 代表取締役 永井 貴徳 

  12 工事内容  さく井工一式  機械工一式  屋外管設置工一式 

           防食工一式   電工一式 

  13 入札参加者  ㈱ヤマト、カナデビア㈱（辞退）、水道機工㈱（辞退）、 

（１０社）  月島ＪＦＥアクアソリューション㈱（辞退）、三菱化工機㈱（辞退）、 

クボタ環境エンジニアリング㈱（辞退）、㈱クリタス（辞退）、 

メタウォーター㈱（辞退）、住友重機械エンバイロメント㈱、 

水ｉｎｇエンジニアリング㈱（辞退） 

            

14 そ の 他  ３月定例会に上程予定です。 

 

【 備 考 】 

＊ 落札率については、落札金額÷予定価格×１００（小数点第３位四捨五入） 

＊ 問い合わせ先   都市政策部 下水道課 施設係 内線2683 47-1949 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件 資料No.１８
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 阿部 政夫 （TEL）0277-78-2842

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市公園条例の一部改正について

【 目 的 】

都市公園の名称を変更することに伴い、条例の改正を行うものです。

また、有料公園施設及び使用料の変更に伴い、併せて条例の改正を行います。

【 概 要 】

１ 改正内容

（１）公園の名称を、以下のように改めます。

（２）現行の太田市北部運動公園及び太田市運動公園に係る有料公園施設及び使用料を改

正します。

①太田市北部運動公園の駐車場について、現状の無料に合わせて、使用料の規定を

削除します。

②令和５年１０月に設置された太田市運動公園の野外ステージについて、太田市北

部運動公園に合わせて、使用料を徴収する規定を追加します。

２ 施 行 日 令和７年４月１日

３ そ の 他 詳細は新旧対照表をご覧ください。

なお、令和７年３月定例会に議案提出する予定です。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 行政事業部 花と緑の課 維持管理係 外線 32－6599 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ

対象エリア 現行 変更後

北部運動公園 太田市北部運動公園 八王子山公園

墓地 八王子山公園 八王子山公園墓地



１月 ２２日 庁議提出案件 資料No.19
●内 容 【 1.協議事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 阿部 政夫 内線（TEL）32-6599

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市金山再生プロジェクト基金条例の制定について

【 目 的 】

太田市20周年記念事業「金山再生プロジェクト」実施に伴い、施策の推進並びに金山整備、

維持管理に要する資金を積み立てるため、基金を設置し環境を整えるものです。

【 概 要 】

１ 条例の主な内容

基金の設置目的（第１条）、基金の積立て（第２条）、基金の管理（第３条）

運用益金の処理（第４条）、繰替運用（第５条）、基金の処分（第６条）

２ 寄附金の活用予定

金山に関する整備費及び維持管理費

３ 施行日

令和７年４月１日とする。

４ その他

３月定例会に提案予定

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 行政事業部 花と緑の課 維持管理係 ３２－６５９９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１月２２日 庁議提出案件           資料No.２０ 

●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               教育部長 氏名 小内 正 （TEL）0276-55-2128 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  財産の取得について 

 

【 目 的 】 

  中学校用教科書の改訂に伴い、市立中学校（義務教育学校後期課程を含む。）における

学習指導用として取得するものです。 

 

【 概 要 】 

中学校の教科書改訂に伴って、教職員が使用する指導書が必要となります。教師用指導

書を購入し、生徒の学習指導に役立て、学力の向上を目指します。 

 

１ 取得財産    中学校教師用指導書一式 

 

２ 取得予定価格  ４１，３４５，７００円 

   

３ 取得の方法   随意契約 

 

 ４ 契約の相手方  太田市本町１４番２７号 

           株式会社ナカムラヤ 代表取締役 中村 光雄 

 

５ 業者選定理由  群馬県教科書特約供給所が管内の教科書取扱店の選定を行っており 

太田市管内を取り扱うのは、株式会社ナカムラヤ1社であるため。 

 

 ６ その他         令和７年３月議会定例会に提案する予定です。 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 教育部 学校教育課 指導係  ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ  0276-55-2128 



 
 １月 ２２日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

               企画部長 氏名 高橋 亮   内線（TEL）2200   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

第１期おおたプログラミング学校Ⅲ課程成果発表会の開催について 

 

【 目 的 】 

令和４年度に入校し、Ⅲ課程を修了したおおたプログラミング学校の受講生による作品発表

を行うことを目的とするものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 日 時  令和７年２月８日（土） 午前９時３０分から１２時まで 

 

 ２ 場 所  太田市役所南庁舎３階 大研修室 

 

 ３ 発表会  Ⅲ課程受講生（１９名）による作品発表を行います。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   企画部 情報管理課 情報管理係 内線 2271 47-1813 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件            資料No.２   

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

太田市公共施設再編計画（第２期）の策定について 

【 目 的 】 

  公共施設の老朽化や様々な行政課題に適切に対応し、安心安全な施設の確保及び市民サー

ビスの向上に資するため、施設再編に関する実行計画として、エアリスベース竣工後の新田

保健センター並びに新田図書館跡施設の将来方針を定めるとともに、公共施設の全体最適を

図るものです。 

【 概 要 】 

１ 計画概要［計画期間 令和７年度から令和１０年度（４年間）］ 

⑴ 新田保健センターの活用 

   同センターは、健全性が確保されており事務室としての利用が期待できる。そこで、

施設規模及び利用可能人数、立地等を考慮し、近隣の新田庁舎を拠点とする農政部及び

農業委員会の機能を移転する。 

⑵ 新田図書館の活用 

同館は、耐震診断により十分な耐震性を有しているが、経年劣化が見られ引き続き市

民利用するには大規模改修が必要である。そこで、同館を倉庫として活用、市内全域に

点在する文化財収蔵施設にて保管されている出土遺物等を集約化し、管理の効率化を図

る。各建物は除却し、跡地は隣接する公共施設の用地として一体利用を図る。 

⑶ おおた芸術学校の集約化 

 上記⑴の結果として空き施設となる新田庁舎は、耐震性を有し、防水改修工事も適切

に実施されており、旧議場等の比較的広い部屋を有している。そこで、隣接した新田庁

舎西庁舎を拠点としているおおた芸術学校新田校及び老朽化と狭あい化が課題となっ

ているおおた芸術学校太田校の機能を同庁舎に集約し、一元的な指導及び事務事業の効

率化、コストの抑制を図る。併せて芸術学校生徒が利用しない日中の部屋は共有会議室

として有効利用することも検討する。各建物は除却し、跡地は売却又は貸付、駐車場等

の再利用を検討する。 

２ 事業効果 

⑴  施設総量  ３，３１０㎡ 減 

⑵  中長期的な改修・更新等に係る費用の見込み（令和７年度から令和２２年度まで） 

約１，２００，０００千円 減（年あたり約７５，０００千円） 

【 備 考 】 

 ＊ 問い合わせ先 企画部 行革推進課 行革推進係 内線2243 47－1811ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １ 月 ２２ 日 庁議提出案件           資料No.３ 

●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              地域振興部長 青木 繁幸  内線３５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

新年度予算のあらまし地区懇談会について 

 

【 目 的 】 

  新年度予算の概要について市民へ説明し理解を得るとともに、市民参画と協働によるまち

づくりを進めるため、市長と市民との自由対話の機会を設け、住民の意向を今後の市政に活

かすことを目的とします。 

 

【 概 要 】 

１．日程及び会場 

 

日程 時間（概ね１時間） 会場 連絡先 

３月１９日（水） １８時～ 綿打行政センター 0276-57-1041 

３月２１日（金） １８時～ 太田行政センター 0276-22-2603 

３月２２日（土） １０時～ 毛里田行政センター 0276-37-1059 

３月２２日（土） １３時３０分～ 強戸行政センター 0276-37-4979 

３月２２日（土） １６時～ 鳥之郷行政センター 0276-32-6854 

３月２３日（日） １０時～ 尾島生涯学習センター   0276-52-8862※ 

３月２３日（日） １３時３０分～ 木崎行政センター 0276-56-1053 

３月２４日（月） １８時～ 宝泉行政センター 0276-32-2688 

３月２５日（火） １８時～ 韮川行政センター 0276-48-6853 

３月２６日（水） １８時～ 藪塚本町中央公民館 0277-78-5411 

３月２７日（木） １８時～ 生品行政センター 0276-57-1055 

３月２８日（金） １８時～ 休泊行政センター 0276-49-0201 

３月２９日（土） １０時～ 沢野行政センター 0276-38-4281 

３月２９日（土） １３時３０分～ 九合行政センター 0276-45-6978 

※尾島生涯学習センターの連絡先は尾島行政センターとなります。 

 

２．参加者   地区住民を中心とした自由参加で、事前申し込みの必要はありません。 

３．周知方法  広報おおた、市ホームページ、行政センターだより及びSNS等。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 地域振興部 地域総務課 地域コミュニティ係 

内線３６１１  ４７―１９２３ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１月２２日 庁議提出案件 資料No. ４
●内 容 【 2.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

行政事業部長 氏名 阿部 政夫 内線（TEL）32-6599

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市金山再生プロジェクトについて

【 目 的 】

太田市２０周年記念事業「金山再生プロジェクト」として、どなたでも金山を安心して楽

しんでいただけるように整備し、それを将来に渡って維持していくため、遊歩道等の整備や

官民連携による適切な保全活動行う。

また、個人・企業を問わず、寄附金等によってプロジェクトに参加していただくことによ

り、「金山に愛着を持ち、守り、育てる」機運を醸成する。

【 概 要 】

１ 第３次総合計画第１次実施計画に基づく金山遊歩道等整備事業

（1）老朽化した遊歩道や案内看板の整備及び東山公園トイレの改修等を実施

２ 太田市、太田商工会議所及び太田市新田商工会を中心とする官民連携事業

（1）公園整備事業

・大光院北市有地に桜の植樹、公園施設の設置

（2）保全活動

・保全計画の策定

現地調査を基に、専門家、市民からの意見を反映

・ナラ枯れ等の危険木の伐採、植樹を含む樹木の育成

・山頂付近の展望改善のための剪定

（3）寄附金募集・PR事業

・金山再生プロジェクト全体の資金として、寄附金を活用

ふるさと納税を活用し、市内外から個人・企業問わず募集予定

・市内外へ、SDGｓの取り組みとして啓発を行うためのPR事業を実施

３ その他

（1）事業実施については太田市歳出予算に計上し、実施する。寄附金については、事

業予算全体の財源とする。

（2）例年実施している花と緑の課による除草及び樹木選定業務等は継続

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 行政事業部花と緑の課 計画建設係 ３２－６５９９


